
【お問い合わせ】　西原町立図書館　☎098-944-4996 ※都合により、行事の日程等が変更になることがあります。

石獅子に見守られ、たくさんの伝統文化を継承する字呉
屋をニシバル歴史の会のガイドを交えながら訪ねます。

身近にあるものを活用して、自然災害時の生活に役立つ
ものを作ってみましょう♪

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここで
チェック！286

No.

令和２年２月１日

3日（月）、10日（月）、11日（火）、17日（月）、20日（木）、23日（日）、24日（月）2月の休館日 11時～・8日（土）

2月のおはなし会

図書館からのおしらせ

2月の
おすすめ
絵本

【日本の◯◯さん】
☆ウインナさん
☆ワタナベさん
☆タイヤさん

【チョコレート】
☆ぎょうれつのできるチョコレートやさん
☆ベティ・バニー　チョコレートケーキだいすき
☆チョコレートをたべたさかな

【猫の本】
☆なまえのないねこ
☆ねこの3つのねがいごと
☆ねこのつけしっぽ

【問合せ】西原町中央公民館　☎098-945-3657

【申込み・問合せ】文化課　文化財係　☎098-944-4998
【申込み・問い合わせ先】

沖縄県立石川青少年の家　☎098-964-3263　担当：新里

【申込み・問合せ】西原町民体育館
☎098-945-8095

日　時：令和2年3月7日（土）
場　所：やんばる学びの森（国頭村）
対　象：西原町在住している者

親子での参加も大歓迎です
定　員：20名
申込期間：令和2年2月3日（月）～2月28日（金）

日　時：令和2年2月29日（土）　9：30～12：15
場　所：石川青少年の家
対象者：小学生以上の親子　10組程度
参加料：1人当たり500円（材料・保険料等）
準備するもの：懐中電灯
申込期間：令和2年2月18日（火）～25日（火）　9：00～17：00
直接電話で下記までお申込ください。

〈災害対応プログラム〉

空き缶でごはんを炊こう
令和元年度　地域散策事業

呉屋邑廻い（再募集）

【申込先・お問い合わせ】　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）　☎098-945-4540

就活のための講座を開催中！

※ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。申込の際にご確認ください。
※窓口では町内のお仕事紹介、就職相談等も行っております。

【対象】 西原町民　【定員】 各講座10～15名程度　【場所】 西原町役場内  会議室

◆就職セミナー《14：00～16：00》　※事前申込（電話）が必要です。

2月26日（水）
3月6日（火） ・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！

・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポートします。

就職セミナー 個別相談

受講料
無料

◆スキルアップ講座《14：00～15：30》　※事前申込（電話）が必要です。

だしソムリエが教える！
美味しいだし（出汁）の取り方講座

セラピーウォーキング

資料のリサイクル 保存期間の過ぎた雑誌や受入対象外の寄贈図書等を利用者へ提供します。
※一人10点までで、提供資料がなくなり次第終了となります。 期間：2月21日（金）～3月6日（金）

日　時：令和2年3月13日（金）　10：00～12：00
場　所：西原町中央公民館（調理室）
対　象：西原町在住・在勤・在学一般
定　員：先着15名（定員に達し次第終了）
材料費：500円
申込期間：令和2年2月10日（月）～20日（木）

日　時：2月29日（土）13:00～16:00（予備日3月14日）
集　合：呉屋区自治会コミュニティセンター

（呉屋公民館）受付：12:30～
定　員：50名（無料）定員に達し次第締切
募集期間：2月10日（月）～2月21日（金）
電話受付のみ（平日9：00～17：00　※公休日除く）

2月

5日（水）

20日（木）

応募書類のポイント ～応募書類のあれこれ～

自分の強みを見つけよう！～エニアグラムで自己分析～
エニアグラムとは、人間が生まれつき持っている性格を９つのタイプに分類する心理学です。エニアグ
ラムを通じて自己理解・他者理解を深めることで、これまで見えてこなかったあなたの強みや価値観
などの特性が見えてきます！この機会に自分の特性を知り、今後の就職活動に役立ててみませんか？

町内の河川環境改善にご協力を！町内の河川環境改善にご協力を！

【お問い合わせ】　総務部　生活環境安全課　環境保全係　☎098-945-5018【お問い合わせ】　総務部　生活環境安全課　環境保全係　☎098-945-5018

※1：「し尿」のみを処理する浄化槽です。お風呂や台所などの水
は処理されずにそのまま河川に流れている状態です。

※2：「し尿」「お風呂や台所などの水」の両方を処理できる浄化
槽です。

●下水道整備がすでにされている地域
早めの下水道接続をお願いします。

●下水道整備がまだされていない地域
浄化槽の適切な管理（くみ取り・保守点検・法定検
査）を行ってください。単独処理浄化槽（※1）を利
用しているご家庭は、合併処理浄化槽（※2）への
転換を検討してください。

　西原町では町内を流れる9河川で、毎年水質調査を行ってい
ます。今年の結果では河川によって比較的高い汚濁の値を示し
ており、住宅地を流れる河川を中心に生活排水に
よって水質が影響を受けていることがわかります。
調査結果の一部を西原町ホームページで公開して
います。

汚濁の主な原因は生活排水の流入です！
使用後の水は下水道や浄化槽などで処理されます。しかし、浄
化槽は管理状況によって、生活排水が適正に処理しきれず、汚れ
が多く残ったまま河川へ流れてしまうことがあります。

浄化槽はくみ取り・点検・検査が必要です！
主な家庭用の浄化槽は、年1回以上のくみ取り、年4回程度の保
守点検、年1回の法定検査が必要です。これらを行っていない場
合、浄化槽の処理機能が低下し、処理しきれないままの汚水が
放流されている可能性が高いです。料理が苦手な方でも大丈夫！天然だしが簡単に取れる方法を、

一緒に楽しく学んでみませんか!? 離乳食作りや、食生活の改善
にも活かせますよ!!

河川環境改善に向けてのお願い

※定員に達し次第締め切ります。お早めにお申込ください。
※参加賞あり。町民体育館へお問い合わせください。

18広報にしはら No.576 R2.2.119 広報にしはら No.576 R2.2.1


